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  ７ 県債及び一時借入金の状況 
 

■ 県債（地方債）は，学校その他の文教施設、道路、河川などの公共施設の建設や災害復旧事業 

 などの財源に充てるために借り入れることが認められている長期の借入金です。 

■ 一時借入金は、一時的な支払い資金の不足を補うための短期借入金で、歳入予算には計上され 

 ず，借入最高限度額が予算に定められているものです。（令和４年度９月末現在において一時借入

金はありません。） 
 
 

県 債 の 現 在 高 

令和４年９月末現在（単位：千円） 

 
 

 

 

借 入 先 別 利 率 別 現 在 高 

令和４年９月末現在（単位：千円） 
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県 債 の 目 的 別 構 成 

 

 

 

 

(注)端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。 
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県債の借入先別構成 

 

 
 

 

 

(注)端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。 

 

 


